
令和５年度 宮城県障害者相談支援従事者初任者研修 研修カリキュラム 

【講義】 

＊e－ラーニングにより実施する。 

＊e－ラーニング視聴期間は令和５年６月２８日（水）～令和５年７月１２日（水）までとする。 

＊e-ラーニングは 11 時間あります。視聴の期間が限られていますので、必要であれば事前に業務の調整を行って下さい。 

１．障害児者の地域支援と相談支援従事者の役割に関する講義（5時間） 

科目 時間数 講師 獲得目標 

相談支援（障害児者支援）の目的 1.5時間 筑波大学 

小澤温先生 

・基本的人権の尊重のための支援の意味と価

値を理解する。 

・利用者理解の重要性について理解するとと

もに障害児者の地域での生活の実情につい

て理解する。 

相談支援の基本的視点 

（障害児者支援の基本的視点） 

2.5時間 東京大学先端科

学技術研究セン

ター 

熊谷晋一郎先生 

・エンパワメント及び本人を中心とした支援を

実施するにあたり、相談援助（障害児者支援）

の基本的な姿勢について理解する。 

相談支援に必要な技術 1時間 沖縄大学 

島村聡先生 

・本人を中心とした支援を実施するにあたり、

獲得すべき相談援助技術について理解する。 

2.相談支援におけるケアマネジメントの手法に関する講義（3時間） 

科目 時間数 講師 獲得目標 

相談支援におけるケアマネジメント

の手法とプロセス 

1時間 かながわ障害ケ

アマネジメント従

事者ネットワーク

代表 

岡西博一先生 

・本人を中心としたケアマネジメントのプロセス

と必要な技術の全体像について理解する。 

チームアプローチ 

（多職種連携） 

0.5時間 名古屋市総合リ

ハビリテーション

センター 

小島一郎先生 

・各相談支援事業の役割と機能を理解し、相互

が連携することにより地域において効果的な相

談支援体制が構築されることを理解する。 

・相談支援において地域資源を把握しネットワー

クを構築することの重要性について理解する。 

・（自立支援）協議会の目的、仕組み、機能につ

いて理解する。 

相談支援における家族支援と地域

資源の活用への視点 

1.5時間 社会福祉法人柏

学園 

金丸博一先生 

3.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の概要並びにサービス提供のプロ

セスに関する講義（3時間） 

科目 時間数 講師 獲得目標 

障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律及び

児童福祉法（以下「障害者総合支

援法等」）の理念・現状とサービス提

供プロセスその他関連する法律等に

関する理解 

１．５時間 滋賀県障害者自

立支援協議会 

大平眞太郎先生 

・障害者総合支援法等の目的、基本理念や障

害福祉サービス等の基本的な内容を理解す

る。 

・障害者総合支援法等における自立支援給付

等の仕組みを理解する。 

・障害者支援における権利擁護と虐待防止に

関わる法律を理解する。 

 

別紙１ 



 

障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律及び

児童福祉法における相談支援（サー

ビス提供）の基本 

１．５時間 名古屋市総合リ

ハビリテーション

センター 

鈴木智敦先生 

・障害福祉サービス等の提供における相談支

援専門員とサービス管理責任者及び児童発

達支援管理責任者（以下サービス管理責任

者等）の役割、両者の関係性を理解する。 

・サービス提供において利用者の権利擁護と

虐待防止を図るために相談支援専門員とサ

ービス管理責任者等が果たすべき役割を理

解する。 

＊e－ラーニングの講師や講師の所属等が変更する場合がありますので、予めご了承下さい。 

【演習】 

日程 時間 時間数 科目 獲得目標 会場 

７/１５ 

（土） 

９：００～  受付  

宮
城
県
庁 

二
階
講
堂 

９：３０～９：３５  オリエンテーション  

９：３５～９：５５ ２０分 演習ガイダンス  

９：５５～１１：０５ 

（休憩 10分含み） 

６０分 関係性構築とインテークアセ

スメント 

・受付及び初期相談（インテーク）、

契約の各場面で求められる実践的

な技術を修得する。 

・利用者の主訴を明確にし、本人・家

族等からの情報収集とその分析を通

して相談支援専門員としての専門的

な判断の根拠を説明できる技術を

修得する。 

・アセスメントにおけて収集した情報

から、専門職としてニーズを導くため

の技術を修得する。 

１１：０５～１１：５０ ４５分 アセスメント 

１１：５０～１２：５０  昼食休憩 

１２：５０～１６：５５ 

（休憩 20分含み） 

２２５分 アセスメント 

１６：５５～１７：００ 5分 まとめ  

７/１６ 

（日） 

９：３０～９：４０  事務連絡・導入  

宮
城
県
庁 

二
階
講
堂 

９：４０～１２：００ 

（休憩１0分含み） 

１３０分 ゴール設定とプランニング ・本人の意向とニーズを踏まえた目

標設定と目標を実現するためのサー

ビス等利用計画等の作成技術を修

得する。 

・より適切で質の高いサービスを提

供するためには、サービス等利用計

画と個別支援計画の連動が重要で

あることを理解する。 

・多職種とアセスメント結果の共有や

サービス等利用計画の原案に対する

専門的見地からの意見収集の意義

を理解し、サービス担当者等による

会議の開催に係る具体的な方法を

修得する。 

１２：００～１３：００  昼食休憩 

１３：００～１４：４５ 

（休憩１0分含み） 

９５分 ゴール設定とプランニング 

１４：４５～１６：１０ 

（休憩１0分含み） 

７５分 モニタリング 

 

・ケアマネジメントプロセスにおける

モニタリングの意義・目的や多職種



１６：１０～１６：４０ ３０分 終結・評価 との連携によるサービス実施の効果

を検証することの重要性を理解する。 

・検証の結果、支援が終結されること

の意義と留意すべきことについて理

解する。 

１６：４０～１７：００ ２０分 課題実習ガイダンス  

１７：００～１７：１０ １０分 まとめ  

７/１７（月）～９/８（金）の期間 

【課題実習①】 

相談支援プロセスの実習 実際に障害当事者に対しインテーク

～アセスメントを実施する。 
各
市
町
村
・圏
域 

地域資源に関する情報収集 所属事業所が所在する地域におけ

る地域資源に関する情報を収集す

る。 

９/９ 

（土） 

９：３０～１２：００ 

（休憩１0分含み） 

１４０分 実践研究Ⅰ 

事例の共有と相互評価Ⅰ 

・自ら実施したアセスメント及びプラ

ンニング等について、その根拠を踏ま

えて分かりやすく説明できる技術を

修得する。 

・他者からの多角的な意見により視

点が広がり、アセスメントが深まるこ

とを理解する。 

宮
城
県
庁 

二
階
講
堂 

１２：００～１３：００  昼食休憩 

１３：００～１６：４０ 

（休憩３0分含み） 

１９０分 実践研究Ⅰ 

事例の共有と相互評価Ⅰ 

１６：４０～１７：１０ ３０分 演習振り返り 

９/１０（日）～１０/２７（金）の期間 

【課題実習②】 

相談支援プロセスの実践 実践研究Ⅰでの他者の助言・自らの

気付きをもとに、再度アセスメントを

実施するとともにプランニングする。 

各
市
町
村
・圏
域 

1０/2８ 

（土） 

９：３０～１２：００ 

（休憩１５分含み） 

１３５分 実践研究Ⅱ 

事例の共有と相互評価Ⅱ 

・自ら実施したアセスメント及びプラ

ンニング等について、その根拠を踏ま

えて分かりやすく説明できる技術を

修得する。 

・他者からの多角的な意見により視

点が広がり、アセスメントが深まるこ

とを理解する。 

宮
城
県
庁 

二
階
講
堂 

１２：００～１３：００  昼食休憩 

１３：００～１４：５５ 

（休憩１０分含み） 

１０５分 実践研究Ⅱ 

事例の共有と相互評価Ⅱ 

１４：５５～１５：１５ 

（休憩１０分含み） 

１０分 演習振り返り 

 

１５：１５～１７：００ １０５分 実践研究Ⅲ 

事例研究とサービス等利用

計画作成 

・グループによる事例研究を通じて、

サービス等利用計画作成について

理解を深め、技術を修得する。 

1０/２９ 

（日） 

９：３０～１２：００ 

（休憩１０分含み） 

１４０分 実践研究Ⅲ 

事例研究とサービス等利用

計画作成 

１２：００～１３：００  昼食休憩 

１３：００～１４：３０ 

（休憩１０分含み） 

８０分 実践研究Ⅲ 

事例研究とサービス等利用

計画作成 

１４：３０～１７：００ 

（休憩２０分含み） 

 

１３０分 

研修全体の振り返り 

研修全体の振り返りを行うことで、今

後の学習課題を認識し、自己研鑽意

欲を高める。 



１７：００～１７：１０  修了式  

＊タイムスケジュールは当日、変更になる可能性があります。予めご了承下さい。 


